
【解体・改修等における除去】 

建築物／工作物 

 

 

※３ 令和４（2022）年４月１日より規模

要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無しでも
報告必要 
建築物の解体：80 ㎡以上 

建築物の改修等、工作物：請負金額 100 万円以上 

大防法・石綿則の石綿飛散防止措置 

【共通事項】 

・作業内容の掲示

・事前調査結果の掲示

・石綿含有窯業系サイディングは、原則として切断等せ

ず原形のまま取り外す

・解体の場合は、躯体等の解体に先行して撤去する

・必要な知識を有する者が取り残しがないことを確認する

・隔離養生（負圧不要）を伴う作業の場合は、取り残

しの確認及び清掃後に隔離養生を解除する

【原形のまま取り外すことが著しく困難な場合】 

・窯業系サイディング等

石綿含有窯業系サイディングを切断等により除去する

場合は、除去部分を常に湿潤な状態にした上で行う

推奨される措置 

・作業基準等で養生が求められていない作業において

も、作業場所近傍に民家が隣接している場合や、隣接

区画で働いている人がいる等、周辺の状況によっては

必要な外周養生を行う

図  石綿含有窯業系サイディングの除去を行う場合の一般的手順（解体・改修等）

事前調査（元請業者が実施）※１、２ 

・書面調査

・現地での目視調査

・分析調査による判定または含有みなし

元請業者による事前調査結果の都道府県知事及び労働基準監督署への報告※３ 報
告

事前調査結果・作業内容を公衆・作業者に見やすいように掲示 

サイディングの常時湿潤化

石綿含有窯業系サイディングの除去

作業場内の清掃 

必要な知識を有する者による取り残しがないことの確認※４ 

仕上清掃 
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原形のまま取り外す 切断等により除去 

発注者への終了報告 

作業記録の作成、作業が適切に終了したことの確認 

：石綿含有窯業系サイディングの使用がない場合でも必要な措置

：石綿含有窯業系サイディングを除去する場合に必要な措置

事前調査結果及び作業方法の発注者への説明 

事
前
調
査

（必要に応じて養生） 

※４ 確認を適切に行うために必要な知識を有する者
建築物：※１の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者

工作物：当該作業に係る石綿作業主任者

※１ 書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習

登録規程に規定される石綿含有建材調査者等に依頼することが望ま

しい。（令和５（2023）年 10 月からは義務付け） 

※２ 分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必

要な知識及び技能を有する者に依頼することが望ましい。

（令和５（2023）年 10 月からは義務付け） 

石綿含 有 

　窯業系 サイディング

隔離養生・養生シートの撤去 

事前調査結果の現場への備え付け 下請負人への説明 

確認結果の記録及び終了報告の保存 事前調査結果の記録 

（必要に応じて養生） 

別紙１

1.石綿含有窯業系サイディングの除去を行う場合の一般的手順
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図 石綿含有窯業系サイディングを切断等により除去する場合の作業手順

取り残し等の確認 

施工記録 

作業員の作業記録 
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1.出典
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」
（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 、環境省水・大気環境局大気環境課）
  https://www.env.go.jp/air/asbestos/full001_1.pdf
2.内容の加工について

https://www.env.go.jp/air/asbestos/full001_1.pdf（83頁、180頁）をもとに
（一社）日本窯業外装材協会が作成

2.石綿含有窯業系サイディングを切断等により除去する場合の作業手順
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テキストボックス
窯業系サイディング
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除去したサイディング




